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本研究では，一国の行く末を左右する経済政策に関して，新聞メディアが特定の「物語」を共有してい

るという既往の知見に基づき，新自由主義，ケインズ主義それぞれの思想に基づいた「物語」がそれぞれ

の経済政策に対する受容意識とその規定因に及ぼす影響に関する知見を得るため，アンケート調査を実施

し，共分散構造分析を行った．その結果，いずれの思想においても，「物語」が政策受容意識とその規定

因に大きな影響を及ぼしており，経済政策を受容する世論形成の一因となっているという仮説が支持され

た．  
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1. 背景  

 

土木計画とは，様々に定義されうるものであるが，例

えば「我々の社会に存在する様々な土木施設を「整備」

し，そしてそれを「運用」していくことを通じて，我々

の社会をより良い社会へと少しずつ改善していこうとす

る社会的な営みを行うにあたっての方法・手順等を考え

企てること，また，その企ての内容を意味する．」と定

義されている1)． 

公共投資を通してこうした土木計画を具現化していく

には，その計画規模の大きさに伴って，日本のマクロ経

済に及ぼす影響が無視できない水準の国家財政の支出が

必要となってくる．そして，国家財政の支出は，その背

後にある経済政策思想に大きく依存している．そうした

経済政策思想として様々なものが挙げられるが2)，今日

のわが国の経済政策に大きな影響を及ぼしている代表的

なものとして，2 つを特に挙げることができる．すなわ

ち，一方は，規制緩和や民営化，自由化，構造改革とい

った政府の規模や権限を縮小する「小さな政府」を志向

する新自由主義に基づく経済思想，もう一方は，不況時

に政府が金融財政政策を行うことで有効需要を発生させ，

景気回復を図り，景気が過熱してきた際には，金融財政

政策の引き締めによって景気の安定化を図るというケイ

ンズ経済学と呼ばれる経済思想（以降便宜をはかりケイ

ンズ主義と呼ぶ）3)である．すなわち，土木計画の具体

的なかたちは，新自由主義とケインズ主義の両者の影響

をどの程度受けているのかに大きく依存しており，前者

が重視されるほどに小さな政府が志向され，政府による

土木計画規模は小規模となり，後者が重視されるほどに

大きな政府が志向され，土木計画規模は大規模化してい

く傾向が大きくなるという次第である． 

第二次安倍内閣において提唱された所謂アベノミクス

の「第二の矢」と呼ばれる財政出動による景気刺激策は，

後者のケインズ主義に基づく政策に位置付けられる．一

方で，アベノミクスの「第三の矢」＝「成長戦略」は，

新自由主義思想を軸とするかたちで検討されていると解

釈できる4)．すなわち，この第三の矢の個々の戦略とし

て位置づけられているのが，各種の規制緩和や民営化，

TPP に象徴されるグローバル化の推進などの新自由主義

思想に基づく経済政策である．ただし，ケインズ主義と

新自由主義は，政府と市場の役割論のバランスにおいて，

個々の政策について相反する解決策を提示するものであ

り，したがって，一方は他方から専門的な批判が投げか

けられているのが一般的である例えば,5) ,6)．  

この様に互いに相異なる思想の経済政策が展開されて

いく背景には，国内に新自由主義的な政策を受け入れる
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意識，すなわち受容意識が強い国民と，その逆にケイン

ズ主義的な政策に対する受容意識が強い国民とが混在し

ている，という現状が存在するものと考えられる． 

 

(1) 公共政策における「物語」 

近年，こうした公共政策をめぐる意思決定や合意形成

に関して，「物語」(narrative)が担いうる役割や意義が議

論され，また実証的な研究が重ねられている．なお，物

語の定義については様々な見解が示されている7)ものの，

本研究では「具体的な出来事や経験を取捨選択し，順序

立てて物語ったもの」として一般的になされている「物

語」の定義:8)に従うこととする． 

「物語」は元来人文・社会科学の領域で扱われてきた

が，こうした「物語」の概念を扱った既往研究のレビュ

ーを通じ，公共政策における役割を論じている研究が挙

げられる．例えば藤井らは，歴史学や心理学といった物

語を直接扱う人文社会科学，西洋哲学や解釈学のように

物語と関連する人文社会科学，及び臨床心理学・社会学

や経済・経営学等の物語を活用する実践研究と，物語に

関する既往研究を 3つに分類し網羅的にレビューを行っ

ている9)．その結果，物語は記憶や理解，自己認識とい

った人間の心的過程の源泉であるといった「物語」の基

本的特徴を明らかにしつつ，公共計画に関しては，例え

ば「物語の共有」を通じたまちづくりや国づくりに必要

となる諸資源の調達可能性について論じている．また，

川端らは，合意形成を含めた，公共政策におけるコミュ

ニケーション施策に対する「物語」の応用可能性を，既

往研究のレビューを通じて論じている7)．川端らは物語

が人間の認知能力やコミュニケーション能力の根源的形

式の一つであることが既往研究において示唆されている

ことを指摘し，それ故に物語形式の情報が，公共政策の

場面において，政策コミュニケーションや将来ビジョン

の策定，コミュニティの連帯の強化等の面に対して活用

できる可能性があることを論じている． 

このように，公共政策において「物語」の果たしうる

役割が論じられ，検討されている一方，実際に公共政策

において「物語」が果たした役割に関する研究もなされ

いている． 

例えば，梶原らは，東海道新幹線の整備事業に関して，

物語の果たした役割を調査している10)．構想段階におい

ては，鉄道斜陽論を根拠とした「高速鉄道は不要であ

る」という新幹線不要論が世論において支配的な物語

（ドミナントストーリー）であったが，開発・実現化の

過程において，「東海道新幹線は必要である」というオ

ルタナティブストーリーへと転換したことが成功に不可

欠な要因であった可能性を指摘している． 

また，この他にも，まちづくりや交通政策，防災や災

害対策などの成功事例を物語描写することで，その事例

に含まれる理論や技術のみならず，その取り組みに携わ

った人々の活力の伝達を企図した研究がなされてきてい

る例えば11), 12), 13), 14)． 

以上に述べたように，公共政策の意思決定や合意形成

において，「物語」が重要な役割を果たしうることが論

じられ，また実証的な知見が蓄積されつつある． 

さて，こうした公共政策における「物語」に関する実

証研究の一つに，田中らの行った，マスメディア報道に

おける物語に関する実証研究が挙げられる．マスメディ

アが人々の政治意識に及ぼす影響に関しては，例えば，

マスメディアがある争点を報道するほど，有権者がその

争点を重要なものであると認識するという「議題設定効

果」や，投票日前の情勢報道が有権者の投票行動に影響

を及ぼすと考える「アナウンスメント効果」，自分が少

数派であると認識する人は“沈黙”し実際に少数派にな

るという「沈黙の螺旋」理論等が知られており，日本に

おいても実証的な研究がなされてきた例えば15),16),17)．この

ように，人々の政治意識に多大な影響を及ぼしうるマス

メディアに関して，田中らは，マスメディアが共有する

物語の存在に着目し，新聞大手 5社の社説を対象として，

新聞各社に如何なる物語が共有されているのかを定量的

に分析した18)．その結果，新聞社説のうち，90%弱が新

自由主義的な物語に基づくものであった一方，ケインズ

主義に基づくものは 1%程度に留まっていたことを示し，

マスメディアにおいて支配的な物語の存在が世論に及ぼ

す影響に対して警鐘を鳴らしている． 

このように「物語」の影響について，政策情報を「物

語化」することによって，人々の政策に対する関心や納

得といった政治心理が醸成される可能性が心理学実験に

よって確認されている19),20)． 

しかしながら，「物語」が人々の受容意識や，受容意

識を規定する種々の心理要因に対して，如何なる心理的

プロセスを経て影響を及ぼしているのか，また，その心

理的プロセスは物語の内容によって異なるのか，という

点については，これまで充分に明らかにされていない． 

 

(2) 経済政策に対する受容意識に関する既往研究 

 経済政策に対する受容意識に関しては，公共受容を扱

った研究のうち，例えば環境問題の解決に資する環境税

の導入21)や，インフラ整備を初めとした公共事業22),23)な

ど，とりわけその実施・運用に国民や地域住民の政策受

容が求められる経済政策おいて受容意識に関する研究が

行われており，受容意識と規定因，そしてそれらの因果

構造に関する実証的な研究がなされている．しかしなが

ら，対象とされる経済政策は限られており，例えば特定

の経済思想に基づいた複数の政策という観点からの知見

は限定されている． 

また，経済政策に対する支持意識は，投票行動研究に
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おいて，人々の選挙時の投票行動を規定する種々の要因

の一つとして扱われている24)．しかし，投票行動研究に

おいては，投票行動を政党支持や業績評価といった要因

を用いて説明することに重点が置かれるため，その説明

力を高めるために，投票行動に近い概念の説明変数を導

入する傾向にあり，それゆえに研究領域が狭まってしま

う可能性が指摘されており，こうした説明要因自体がど

のような要因に影響を受けるのかを明らかにしていく必

要性が指摘されている25)．すなわち，本研究に即してい

えば，投票行動を説明する要因である経済政策に対する

支持意識がどのような要因で説明されるかに関する知見

の蓄積が必要であると考えられる． 

 いずれにおいても，一定の経済思想に基づいた複数の

経済政策に対する受容意識及びその規定因，それらの因

果構造に関する知見の蓄積は十分であるとは言いがたい． 

 

 (3) 本研究の位置づけ 

民主主義を採用する我が国では，一国の行く末を左右

する経済政策の判断において，国民の受容意識の水準が

政策決定に影響を及ぼし得る．このような現実を踏まえ

るならば，新聞社説上で大きく偏りがある可能性が指摘

されており，また人々の公共政策に対する受容意識に影

響を及ぼしうる「物語」の影響について，その心理的プ

ロセスも含めた実証的な検証がなされることは，今後の

公共政策のあり方を考える上で重要な意味をもつものと

考えられる．さらに，本研究で得られるこうした知見は，

インフラ整備時の合意形成や PI といった建設マネジメ

ントの実践の場において，よりよい公共事業の推進に際

して，人々の公共政策，経済政策に対する受容意識の醸

成に資するものであると考えられる． 

したがって本研究では，経済政策に対する受容意識と

その心理的プロセスに「物語」が与える影響に関する知

見を得ることを目的とする．そこで，既往の公共受容研

究26)によって繰り返し活用されてきた，「スタンダー

ド」ともいえる受容意識の因果構造に関する理論的枠組

み（詳細は 2.(4)にて述べる）に基づき，2 つの経済思想

に基づく政策に対する受容意識と，その規定因の心理的

プロセスを明らかにする．その後，物語，すなわち，新

自由主義物語及び，ケインズ主義物語に対する人々の支

持意識が，前述の，2 つの経済思想に基づく政策に対す

る受容意識と，その規定因の心理的プロセスに及ぼす影

響を実証的かつ探索的に明らかにする． 

 

2. 方法 

 

本研究では，上記の目的のもと，以下に述べるアンケ

ート調査を実施した． 

 

 (1) 調査概要 

アンケート調査は，2014 年 8 月上旬に大手 Web アン

ケート調査会社の全国のリサーチモニターを対象に実施

した．サンプルは，各年代（20 代，30 代，40 代，50 代，

60代）の男女 50名ずつ，計 500サンプルを回収した． 

本研究では新自由主義政策，ケインズ主義政策に対す

る受容意識の規定因を調査するために，まず，一方の経

済思想に基づく物語を提示し，読了を要請した．その後，

提示した物語に対する支持意識及び接触頻度に関する質

問項目に回答を要請したのち，提示した物語に基づく政

策に対する受容意識の規定因に関する質問項目に回答を

要請した．その後，同様にもう一方の経済思想に関する

物語の提示，及び各質問項目への回答を要請している．

なお，提示する物語の順番の違いによって，回答バイア

スが生じる可能性が考えられる．例えば，1.において述

べたように，本研究で取り上げた 2つの経済思想は相反

する内容を含むものである．それ故に，2 つの物語を読

了した際，先に読了した物語の内容に影響を受けてしま

い，後に読んだ物語に対して，その物語のみを読んだ場

合よりも批判的な回答をしてしまう等の可能性が考えら

れる．そこで，こうした回答バイアスを除去するために，

新自由主義，ケインズ主義の順序はサンプルの半数で入

れ替えている． 

 

(2) 2つの経済思想に基づく物語 

新自由主義物語，及びケインズ主義物語の作成にあた

り，冒頭に述べた田中らの新聞報道の論調を分析した既

往研究18)を参考とした注[1]． 

表-1 に物語の内容を示す．なお，表内の文中の下線

部は調査画面において赤字で表示されている部分である． 

各物語の読了を要請した後，その物語に対する支持意

識に関する質問項目に回答を要請した．その質問項目を

表-2に示す．回答は「全くそう思わない」～「とてもそ

う思う」の7件法で回答を要請している．なお，物語接

触頻度に関しては，紙面の都合上ここでは省略している． 

表中下線部は先ほどと同様に，調査画面においては赤

字で表示される．Web画面では各物語の読了を促すため，

「まず、次の文章をよくお読みください。」という教示

文とともに物語が表示され，読了後に物語支持意識に関

する質問を回答する際に，『さて、今お読みいただいた

「下記内容」について、以下の質問にお答えください』

という教示文とともに再度物語が表示される． 

 

(3) 対象とする政策 

上述の各物語に基づく具体的政策として，新自由主義

物語に関しては，「グローバル化」，「規制緩和」，

「TPP」，「法人税減税」，「道州制」の 5 つを取り上

げた．一方のケインズ主義物語に基づく具体的政策とし， 
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表-1  新自由主義物語・ケインズ主義物語 

新自由主義物語 

日本は昔から「輸出」によって経済発展を続けてきた貿易

立国です。 

さらに、少子高齢化が進行する中で、国内の経済の力だけ

に頼っていては、経済成長は望めません。 

したがって、日本が経済成長するためには、外に打って出

るしかありません。 

一方で、景気対策として、公共事業を進めようとする動き

がありますが、景気への影響は限定的であり、そもそも、

日本政府は 1,000 兆円を超える借金をかかえており、破たん

寸前の状態です。日本の古い体質を変えていかなければ、

これ以上の日本は成長できません。 

したがって、デフレから脱却し、再び、経済成長を遂げる

ためには、「グローバル化の推進」と大胆な「規制緩和」

による成長戦略が必要なのです。 

ケインズ主義物語 

最近、株価や為替が改善してきたとは言え、日本はまだ、

民間の業績不審が続く「デフレ不況」の状態です。 

このため、私たち国民の所得も、政府の「税収」も大きく

減ってしまい、「政府の財政問題」を深刻化させていま

す。 

こうしたデフレ不況を終わらせるには、日銀による「金融

緩和」と政府による「財政政策」の二つの「アベノミク

ス」が必要です。 

ここで、「財政政策」をやり過ぎると「借金が増え過ぎ

る」事が心配されますが、逆に、これを「やらない」と不

況が続き、政府の税収が減り、かえって、「借金が増え

て」しまいます。 

したがって、国民の所得を上げ、税収を増やし、財政問題

を解決させるためにも、大規模な「金融政策」の支えの

下、大規模な「財政出動」を行い、完全にデフレ不況を退

治する事が、今、求められているのです。 

※業績不審は正しくは業績不振であるが，調査表では業績不審

となっており，その通りに表記している． 

表-2  物語支持意識質問項目 

■物語支持意識 

「上記の内容」はわかりやすい 

「上記の内容」に納得できる 

「上記の内容」に違和感を感じる（逆転項目） 

「上記の内容」に共感できる 

「上記の内容」を支持する 

※下線部は調査画面では赤字で表示されている． 

 

て，「金融緩和」，「財政出動」，「国土強靭化」「公

共事業」の 4つを取り上げた． 

 

(4) 政策受容意識とその規定因 

本研究では，上述の各種政策に対する受容意識とその

規定因の因果プロセスを検証するにあたり，既存の公共

受容研究で繰り返し活用されてきた理論的枠組みを援用

することとした．既往研究において，公共政策に対する

受容意識に影響する様々な要因が指摘されており，以下

のような因果構造が提案されている26)． 

表-3  政策受容意識とその規定因の質問項目 

■受容意識 
   

｢私は，「…」に賛成である｣ 
  

｢私は，「…」を受け入れようと思う」 
 

｢私は，「…」に腹立たしさを感じる」(逆転項目） 

■自由侵害感 
   

｢「…」は個人の自由を侵害する」 

■公正感 
    

｢「…」は正しい政策だと思う」 
 

■分配的公正感 
   

｢「…」は「みんなに公平な政策」である」 

■手続き的公正感 
   

｢「…」を進める政府の手続きは適正であると思う」 

■公共利益増進期待 
   

「「…」は，日本のためになると思う」 
  

「「…」は，日本にとって必要である」 
  

「「…」が進めば，日本はより豊かになると思う」 

※各項目の「…」には，新自由主義的政策として「グローバ

ル化」，「規制緩和」，「TPP」，「法人税減税」，「道州

制」が，ケインズ主義的政策として「金融緩和」，「財政出

動」，「国土強靭化」，「公共事業」がそれぞれ入る．なお，

TPP に関しては，公共利益増進期待の 3 つ目の尺度を

「「TPP」に参加すれば，日本は豊かになると思う」のように，

「進める」を「参加する」という表現に変更している．また，

「金融緩和」，「財政出動」，「国土強靭化」，「公共事業」

においては，公共利益増進期待の 3つ目の尺度が「「…」を行

えば，日本はより豊かになると思う」のように，「進める」を

「行う」という表現に変更している． 

 

従来の公共受容研究により，公共事業等の中央決定に

対する人々の受容意識には自由侵害感と公正感という二

つの心理要因が重要な役割を演ずることが知られており，

当該事業において，個人の自由が侵害されると認識する

傾向が強いほど，反対する傾向が高まる一方で，その事

業が公正であると認識するほど賛成する傾向が高まるこ

とが指摘されている27),28)．この「自由侵害感」は定義上，

個人の自由を侵害する程度についての見込みを言う概念

であるため，例えば私的な時間や金銭等の資源を「自

由」に活用して私的利益を最大化することが阻害される

場合においては，自由侵害感は増進するものと考えられ

る．したがって，公正感を「公益」に関する心理要因と

した場合，自由侵害感は「私益」に関する心理要因と解

釈できるものと考えられる26)．さらに，前述の公正さは，

特定の資源を分配するときの公正さである分配的公正感

と，行政上の決定手続きについての公正さである手続き

的公正感によって規定され，一方でまた，事業を実施し

た際の公共の利益が増進するという期待を表す公共利益

増進期待の影響を受けることが知られている例えば29), 30), 31)． 

以上より，本研究では，政策受容意識の規定因として，

公正感，自由侵害感，分配的公正感，手続き的公正感，

公共利益増進期待を受容意識の規定因とした．受容意識 
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グローバル化 規制緩和 TPP 法人税減税 道州制

M  (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

受容意識 4.54 (1.06) [α=.769] 4.40 (1.05) [α=.784] 4.19 (1.29) [α=.855] 3.95 (1.32) [α=.831] 4.08 (0.99) [α=.748]

自由侵害感 3.53 (1.20) 3.62 (1.21) 3.80 (1.32) 3.70 (1.30) 3.61 (1.10)

公正感 4.22 (1.20) 4.14 (1.20) 3.97 (1.30) 3.76 (1.38) 3.87 (1.13)

分配的公正感 3.63 (1.17) 3.68 (1.24) 3.44 (1.30) 3.25 (1.34) 3.71 (1.12)

手続き的公正感 3.89 (1.19) 3.90 (1.23) 3.74 (1.32) 3.56 (1.37) 3.74 (1.11)

公共利益増進期待 4.25 (1.19) [α=.931] 4.12 (1.20) [α=.945] 3.91 (1.32) [α=.954] 3.72 (1.34) [α=.960] 3.75 (1.17) [α=.958] 

  

 

 

表-4 物語支持意識の平均値(M)，標準偏差(SD)，信頼性係数 α 

    M    (SD)   [α] 

新自由主義物語支持意識 4.09   (1.12)   [α=.862] 

ケインズ主義物語支持意識 3.90   (1.09)   [α=.843] 

 

の規定因の各質問項目を表-3に示す． 

なお，表中の下線部は調査画面においては赤字として

強調されている．各項目に対して「全くそう思わない」

～「とてもそう思う」の 7件法で回答を要請している． 

また，本研究ではこのほかに，行政の信頼や個人利益

増進期待といった質問項目に関しても回答を要請してい

るが，書面の都合上，ここでは省略している． 

 

(5) 物語支持意識と政策受容意識の因果構造 

本研究においては，新自由主義，ケインズ主義のそれ

ぞれの経済思想に基づく物語がそれぞれの経済政策の受

容意識の因果構造に及ぼす影響を明らかにするために，

まずはじめに，前述の政策受容意識とそれに影響を及ぼ

す各要因の因果構造を，共分散構造分析を用いて明らか

にする（3.(3) a),b)）．その後この因果構造に物語支持意

識が及ぼす影響を探索的に明らかにするため，政策受容

意識とその規定因全てに影響を及ぼしうると想定し，共

分散構造分析を行う（3.(3),c)）． 

 

 

3.  分析結果 

 

(1) 記述統計量 

表-4～表-6に物語支持意識，政策受容意識及びその規定 

因の各尺度の記述統計量を示す．なお，本研究では 

 

いずれの項目も 7件法で回答を要請しており，「全くそ

う思わない」～「とてもそう思う」まで 1~7を割り振り，

得点化している．また，複数の質問項目からなる尺度に

関して信頼性分析を行ったところ，信頼性係数 αは表-4

～表-6 に示すとおりいずれも良好な値が得られたため，

複数尺度の加算平均によって尺度を構成した． 

 

 (2) 新自由主義政策・ケインズ主義政策の尺度構成 

分析に先立ち，以下の手順で 2つの経済思想に基づく

政策受容意識尺度を作成した． 

まず，新自由主義政策に対する受容意識として，グロ

ーバル化，規制緩和，TPP，法人税減税，道州制に対す

る受容意識を対象に，信頼性分析を行った．修正済み項

目合計相関の値が低い法人税減税，道州制を除いた結果，

α=.807 と高い信頼性を得た．これより，新自由主義物語

に基づく政策に対する受容意識尺度は，グローバル化，

規制緩和，TPPの 3つの尺度の加算平均により構成した．

以降この尺度を「新自由主義政策受容意識」と呼称する． 

一方のケインズ主義に対する受容意識として，金融緩

和，財政出動，国土強靭化，公共事業の受容意識を対象

に信頼性分析を行った．修正済み項目合計相関の値が低

い公共事業を除いた結果，α=.799 と高い信頼性を得た．

これより，金融緩和，財政出動，国土強靭化の各尺度の

加算平均をケインズ主義物語に基づく政策支持尺度とし，

以降「ケインズ主義政策受容意識」と呼称する． 

なお，受容意識の規定因として設けた各尺度に関して

も同様に信頼性分析を行った結果，新自由主義政策に関

しては，グローバル化，規制緩和，TPP，ケインズ主義

政策に関しては，金融緩和，財政出動，国土強靭化にお

いて高い信頼性が得られたため，それぞれの尺度の加算 

表-5  新自由主義政策の受容意識とその規定因の平均値(M)，標準偏差(SD)，信頼性係数 α 

表-6 ケインズ主義政策の受容意識とその規定因の平均値(M)，標準偏差(SD)，信頼性係数 α 

金融緩和 財政出動 国土強靭化 公共事業

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

受容意識 4.41 (1.09) [α=.812] 4.06 (0.97) [α=.752] 4.24 (1.16) [α=.815] 4.03 (1.20) [α=.822]

自由侵害感 3.60 (1.12) 3.69 (1.07) 3.72 (1.25) 3.63 (1.21)

公正感 4.09 (1.15) 3.88 (1.13) 3.96 (1.29) 3.83 (1.27)

分配的公正感 3.52 (1.21) 3.51 (1.14) 3.63 (1.22) 3.43 (1.29)

手続き的公正感 3.94 (1.24) 3.80 (1.13) 3.76 (1.25) 3.67 (1.32)

公共利益増進期待 4.09 (1.20) [α=.952] 3.85 (1.13) [α=.956] 4.00 (1.26) [α=.948] 3.88 (1.31) [α=.955]
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平均により構成した．各政策に関する尺度の記述統計量

及び信頼性係数を表-7に示す． 

 

(3) 共分散構造分析 

上述の尺度を用いて，新自由主義政策に対する受容意

識モデル（以下，新自由主義モデル），ケインズ主義政

策に対する受容意識モデル（以下，ケインズ主義モデ

ル）それぞれについて，共分散構造分析を行う． 

まず，両物語が受容意識に及ぼす影響を検証するに先

立ち，a)，b)にて，新自由主義政策，ケインズ主義政策

それぞれに対する受容意識とその規定因の因果構造に対

する仮説を措定し，検証を行う．次いで，c)にて，a)，

b)にて明らかになった受容意識モデルに基づき，本研究

の主目的である「物語」が政策受容意識に及ぼす影響を

探索的に検証する． 

a) 基本モデル 

まず，経済政策に対する受容意識の規定因の因果構造

を明らかにするために，2. (4)において述べたように，規

定要因に関して既往研究において示唆されている図-1

に示す因果構造を仮説として措定した．すなわち，受容

意識は公正感から正の影響を，自由侵害感から負の影響

を受け，公正感は分配的公正感，手続き的公正感，公共

利益増進期待からそれぞれ正の影響を受けるという因果

関係である． 

LISREL を用いた共分散構造分析により新自由主義モ

デル，ケインズ主義モデルのそれぞれにおいて仮説検定

を行った．この際，新自由主義モデルにおいては，手続

き的公正感から公正感への因果パスが有意とならなかっ

たため，このパスを取り除き再度推定を行った．その結

果を表-8 に示す．理論仮説で提案した因果関係のうち，

除外した因果パス以外は有意となったものの，モデル全

体としては良好な適合度が得られなかった．一方ケイン

ズ主義モデルにおいては，理論仮説で提案した全ての因

果関係が有意となったものの，新自由主義モデルと同様

にモデル全体としての適合度は良好なものではなかった． 

b) 因果パス追加・誤差共分散推定モデル 

基本モデルにおいて，新自由主義，ケインズ主義のいず 

図-1 基本モデル 

表-8 基本モデル推定結果 

 

れのモデルも良好な適合度が得られなかった理由として，

想定した因果仮説以外の因果関係が存在する可能性が考

えられる．そこで，表-9 に示す三つの階層を考えた．

第一階層の政策に対する受容意識に対して，以降の階層

はそれぞれ次のような意味を持つ．第二階層の二要因は

受容意識の主要な規定要因として Baron らが想定した要

因である27),28)．また，第三階層の三要因は社会的公正に

関する既往研究に基づいて想定した公正感を規定する要

因である29), 30), 31)． 

上記の階層構造を考えた上で，第 k階層は第 l階層（k 

< l）の影響を受けるが，第 m階層（k > m）の影響を受

けないという制約のもと，再度モデル推定を行った． 

また，十分な適合度が得られていない別の理由として，

本研究において測定していない要因が，想定した受容意

識の規定因に対して影響を及ぼしている可能性が考えら

れる．例えば，第三階層の公正感の規定因に関しては，

新自由主義政策 ケインズ主義政策

M  (SD) [α] M (SD) [α]

受容意識 4.37 (0.97) [α=.807] 4.24 (0.91) [α=.799]

自由侵害感 3.65 (1.03) [α=.768] 3.67 (0.97) [α=.798]

公正感 4.11 (1.09) [α=.854] 3.98 (1.04) [α=.842]

分配的公正感 3.59 (1.08) [α=.841] 3.55 (1.04) [α=.847]

手続き的公正感 3.84 (1.10)[α=.851] 3.84 (1.08) [α=.873]

公共利益増進期待4.09 (1.12) [α=.890] 3.98 (1.07) [α=.874]

表-7 各経済思想に基づく政策尺度の平均値(M)， 
標準偏差(SD)，信頼性係数 α 

受容意識手続き的
公正感

公共利益
増進期待

分配的
公正感

自由
侵害感

公正感

正の影響

負の影響

標準化
係数

-0.38 -17.13 ***

0.78 34.58 ***

0.20 10.78 ***

0.89 49.31 ***

χ2=581.30　p < .001  自由度  6　サンプル数500

CFI　0.763 AGFI　　 0.391

GFI　0.756 RMSEA　0.438

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

標準化
係数

-0.37 -16.35 ***

0.78 34.33 ***

0.12 6.59 ***

0.22 12.49 ***

0.88 49.64 ***

χ2=1414.03　p < .001  自由度  10  サンプル数500

CFI　0.587 AGFI　 　 0.120

GFI　0.581 RMSEA　0.530

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

新自由主義モデル

ケインズ主義モデル

t値

t値

公共利益増進期待　⇒　公正感

因果パス

因果パス

自由侵害感　　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　公正感

自由侵害感　　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　公正感

手続き的公正感　⇒　公正感

公共利益増進期待　⇒　公正感
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分配的な側面や手続き的な側面，公共利益の増進期待に

関する側面のそれぞれに対して系統的に影響を及ぼす要

因が存在する可能性が考えられる．第二階層の自由侵害

感と公正感の間にも，未観測の共通要因が影響を及ぼし

ている可能性が考えられる．実際に，Fujii, et al.32)におい 

ては自由侵害感と公正感の間に，宮川ら33)においては，

これに加え公正感の規定因の三要因の間においても，未

観測の要因が存在する可能性が統計的に示されている．

そこで，本研究においても第二階層，第三階層の諸要因

のそれぞれに影響を及ぼす未観測の共通要因が存在する

と想定し，第二階層の諸要因の誤差項間，及び第三階層

の諸要因の誤差項間の共分散を推定することとした． 

以上の想定のもと，推定を行った際に有意とならなか

った因果パスや誤差共分散は除いた上で再度推定したと

ころ，いずれのモデルにおいてもモデル全体の適合度が

十分良好なものとなった．その結果を図-2，図-3，表-10

～表-13に示す． 

まず，表-10 に示すように，新自由主義モデルにおいて

は，基本モデルの推定結果と同様に，手続き的公正感か

らのパスはいずれも有意とならなかった．それ以外の理

論仮説で提案したパスはいずれも有意となり，新たに分

配的公正感から自由侵害感へ正のパス，政策受容意識へ

負のパスが有意となり，公共利益増進期待から自由侵害

感に対して負のパスが，政策受容意識に正のパスが有意

となった．なお，分配的公正感と公共利益増進期待の誤

差項間の共分散が正に有意となった． 

一方，表-12 から，ケインズ主義モデルにおいては， 

理論仮説で提案したパスが全て有意となり，新たに分配

的公正感から自由侵害感に対して正のパスが，受容意識

に対して負のパスが有意となり，手続き的公正感からは

自由侵害感に対して負のパスが，公共利益増進期待から

は自由侵害感に対して負のパスが，受容意識に対して正

のパスが有意となった．また，分配的公正感，手続き的

公正感，公共利益増進期待のそれぞれの誤差項間の共分

散が有意となった． 

c) 物語支持意識追加モデル 

続いて，本研究の主要目的である新自由主義，ケイン

ズ主義の各物語が各政策の受容意識とその規定因に及ぼ

す影響を検討するために，物語に対する支持意識を各モ

デルに追加し，その影響を分析した．その際，物語に対

する支持意識は規定因の全てに影響を及ぼすと仮定し，

探索的にその影響を把握することとした．すなわち，

3.(3).b)における因果関係追加・誤差共分散推定モデルの

第四階層に物語支持意識を追加し，他の階層の全ての要

因に対してパスを引き，推定を行った．その際，有意と

ならかなったパスは除外し，再度推定を行っている．そ

の結果を図-4，図-5，表-14～表-17 に示す．なお，モデ

ル全体の適合度はいずれのモデルにおいても十分に良好 

表-9 因果構造における階層構造 

第一階層 
 

受容意識 
  

第二階層 
 

自由侵害感，公正感 
  

第三階層 
 

分配的公正感，手続き的公正感， 

  
公共利益増進期待 

  
 

受容意識

公共利益
増進期待

分配的
公正感

自由
侵害感

公正感

正の影響

負の影響

誤差共分散
 

図-2 因果パス追加・誤差共分散推定新自由主義モデル 

表-10 因果パス追加・誤差共分散推定新自由主義モデル 

標準化
係数

-0.31 -16.66 ***

0.37 7.61 ***

-0.10 -3.54 ***

0.12 1.85 *

0.17 6.97 ***

0.51 10.68 ***

-0.36 -5.47 ***

0.79 31.89 ***

χ2=0.00　p = .982  自由度  1　サンプル数  500

CFI　1.000 AGFI 　　 1.000

GFI　1.000 RMSEA 　0.000

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感

公共利益増進期待　⇒　公正感

t値

公共利益増進期待　⇒　受容意識

因果パス

自由侵害感　　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　自由侵害感

分配的公正感　⇒　公正感

分配的公正感　⇒　受容意識

 
 

表-11 因果パス追加・誤差共分散推定新自由主義モデル 

総合効果 

受容意識
手続き的
公正感

公共利益
増進期待

分配的
公正感

自由
侵害感

公正感

正の影響

負の影響

誤差共分散

 

図-3 因果パス追加・誤差共分散推定ケインズ主義モデル 

標準化
係数

自由侵害感　　⇒　受容意識 -0.31 -16.69 ***

公正感　　　　⇒　受容意識 0.37 7.62 ***

分配的公正感　⇒　受容意識 -0.07 -2.11 **

分配的公正感　⇒　自由侵害感 0.12 1.85 *

分配的公正感　⇒　公正感 0.17 6.98 ***

公共利益増進期待　⇒　受容意識 0.92 26.15 ***

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感 -0.36 -5.48 ***

公共利益増進期待　⇒　公正感 0.79 31.95 ***

t値

*p＜.10  **p＜.05  ***p＜.01
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表-12 因果パス追加・誤差共分散推定ケインズ主義モデル 

標準化
係数

-0.29 -16.82 ***

0.38 7.49 ***

-0.13 -4.70 ***

0.23 3.15 ***

0.09 3.93 ***

-0.18 -1.77 *

0.18 5.35 ***

0.56 11.27 ***

-0.18 -1.91 *

0.71 22.90 ***

χ2=0.20　p = .903  自由度  2　サンプル数  500

CFI　1.000　　GFI　1.000　　AGFI　0.999　　RMSEA　0.000

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感

公共利益増進期待　⇒　公正感

t値

公共利益増進期待　⇒　受容意識

因果パス

自由侵害感　　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　自由侵害感

分配的公正感　⇒　公正感

分配的公正感　⇒　受容意識

手続き的公正感　⇒　自由侵害感

手続き的公正感　⇒　公正感

 

 

表-13 因果パス追加・誤差共分散推定ケインズ主義モデル 

総合効果 

標準化
係数

自由侵害感　　⇒　受容意識 -0.29 -16.87 ***

公正感　　　　⇒　受容意識 0.38 7.51 ***

分配的公正感　⇒　受容意識 -0.16 -4.56 ***

分配的公正感　⇒　自由侵害感 0.23 3.16 ***

分配的公正感　⇒　公正感 0.09 3.94 ***

手続き的公正感　⇒　受容意識 0.12 3.61 ***

手続き的公正感　⇒　自由侵害感 -0.18 -1.78 *

手続き的公正感　⇒　公正感 0.18 5.36 ***

公共利益増進期待　⇒　受容意識 0.88 22.28 ***

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感 -0.18 -1.92 *

公共利益増進期待　⇒　公正感 0.71 22.96 ***

t値

*p＜ .10  **p＜ .05  ***p＜ .01
 

なものとなった． 

表-14 に示す通り，新自由主義モデルにおいては，第

三階層以下のパスの正負は因果関係追加・誤差共分散推

定モデルの推定結果と一致していた．そして新たに，物

語支持意識から政策受容意識，分配的公正感，公共利益

増進期待への正のパスが有意となった． 

一方，表-16 より，ケインズ主義モデルにおいては，

因果関係追加・誤差共分散推定モデルにおいては有意で

あった，手続き的公正感から自由侵害感に対するパスが

有意でなくなった．これを除く第三階層以下のパスの正

負は因果関係追加・誤差共分散推定モデルの推定結果と

一致していた．そして新たに，物語支持意識から自由侵

害感に対しては負のパスが，公正感を除くそれ以外の要

因に対しては正のパスが有意となった． 

受容意識

公共利益
増進期待

分配的
公正感

自由
侵害感

公正感

正の影響

負の影響

誤差共分散

物語
支持意識

 

図-4 物語支持意識追加新自由主義モデル 

 

 

表-14 物語支持意識追加新自由主義モデル 

 

 

表-15 物語支持意識追加新自由主義モデル総合効果 

標準化
係数

物語支持意識　⇒　受容意識 0.63 17.92 ***

物語支持意識　⇒　自由侵害感 -0.21 -4.83 ***

物語支持意識　⇒　公正感 0.64 18.70 ***

物語支持意識　⇒　分配的公正感 0.57 15.34 ***

物語支持意識　⇒　公共利益増進期待 0.66 19.65 ***

自由侵害感　　⇒　受容意識 -0.30 -16.66 ***

公正感　　　　⇒　受容意識 0.37 7.45 ***

分配的公正感　⇒　受容意識 -0.09 -2.61 ***

分配的公正感　⇒　自由侵害感 0.12 2.00 **

分配的公正感　⇒　公正感 0.17 6.73 ***

公共利益増進期待　⇒　受容意識 0.86 22.34 ***

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感 -0.32 -4.41 ***

公共利益増進期待　⇒　公正感 0.76 28.25 ***

t値

*p＜.10  **p＜.05  ***p＜.01  

標準化
係数

物語支持意識　⇒　受容意識 0.08 3.32 ***

物語支持意識　⇒　自由侵害感 -0.07 -1.28

物語支持意識　⇒　公正感 0.03 1.61

物語支持意識　⇒　分配的公正感 0.57 15.33 ***

物語支持意識　⇒　公共利益増進期待 0.66 19.63 ***

-0.30 -16.64 ***

0.36 7.44 ***

-0.11 -3.92 ***

0.13 2.00 **

0.17 6.73 ***

0.48 9.93 ***

-0.32 -4.41 ***

0.78 28.22 ***

χ2=0.01　p = .909  自由度 1　サンプル数500

CFI　1.000　　GFI　1.00　　AGFI　1.000　　RMSEA　0.000

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感

公共利益増進期待　⇒　公正感

公共利益増進期待　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　自由侵害感

分配的公正感　⇒　公正感

分配的公正感　⇒　受容意識

因果パス t値

自由侵害感　　⇒　受容意識
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受容意識
手続き的
公正感

公共利益
増進期待

分配的
公正感

自由
侵害感

公正感

正の影響

負の影響

物語
支持意識

 

※分配的公正感，手続き的公正感，公共利益増進期待のそれぞ

れの要因間の誤差共分散を表す矢印は省略している． 

図-5 物語支持意識追加ケインズ主義モデル 

表-16 物語支持意識追加ケインズ主義モデル 

標準化
係数

物語支持意識　⇒　受容意識 0.06 2.77 ***

物語支持意識　⇒　自由侵害感 -0.10 -1.73 *

物語支持意識　⇒　公正感 0.00 -0.12

物語支持意識　⇒　分配的公正感 0.60 16.63 ***

物語支持意識　⇒　手続き的公正感 0.69 21.54 ***

物語支持意識　⇒　公共利益増進期待 0.66 19.51 ***

-0.28 -16.82 ***

0.37 7.49 ***

-0.14 -4.70 ***

0.20 3.15 **

0.09 3.93 ***

0.18 5.12 ***

0.56 10.76 ***

-0.18 -3.46 ***

0.71 22.80 ***

χ2=3.15　p = .369  自由度 3  サンプル数500

CFI　1.000　　GFI　1.000　　AGFI　0.983　　RMSEA　0.010

*p < .100 **p < .05 ***p <.01

因果パス t値

自由侵害感　　⇒　受容意識

手続き的公正感　⇒　公正感

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感

公共利益増進期待　⇒　公正感

公共利益増進期待　⇒　受容意識

公正感　　　　⇒　受容意識

分配的公正感　⇒　自由侵害感

分配的公正感　⇒　公正感

分配的公正感　⇒　受容意識

 

 

4. 考察 

 

(1) 新自由主義・ケインズ主義の受容意識とその規定 

因に関する因果構造 

経済政策の受容意識及びその規定因の因果構造を分析

した結果，図-2，図-3 に示すような因果構造が推定され

るに至った． 

まず，自由侵害感，公正感に関しては，両モデルとも，

仮説を支持する結果が得られた．すなわち，当該政策が

個人の自由を侵害せず，公正であると認識するほど，政

策を受容するという因果関係が示唆された． 

また，公共利益増進期待に関しても，両モデルで共通

した傾向が見られ，理論仮説で措定した公正感に対する

因果関係が支持されたほか，新たに受容意識，自由侵害

感に対する因果パスが有意となった．すなわち，ある政

策が社会全体の利益を増進させるという期待によって，

当該政策が公正であると認識されるという因果関係に加 

表-17  物語支持意識追加ケインズ主義モデル総合効果 

標準化
係数

物語支持意識　⇒　受容意識 0.62 17.47 ***

物語支持意識　⇒　自由侵害感 -0.15 -3.33 ***

物語支持意識　⇒　公正感 0.65 18.96 ***

物語支持意識　⇒　分配的公正感 0.60 16.65 ***

物語支持意識　⇒　手続き的公正感 0.69 21.56 ***

物語支持意識　⇒　公共利益増進期待 0.66 19.53 ***

自由侵害感　　⇒　受容意識 -0.28 -16.74 ***

公正感　　　　⇒　受容意識 0.37 7.41 ***

分配的公正感　⇒　受容意識 -0.16 -4.83 ***

分配的公正感　⇒　自由侵害感 0.20 2.96 ***

分配的公正感　⇒　公正感 0.09 3.94 ***

手続き的公正感　⇒　受容意識 0.07 4.26 ***

手続き的公正感　⇒　公正感 0.18 5.20 ***

公共利益増進期待　⇒　受容意識 0.87 23.82 ***

公共利益増進期待　⇒　自由侵害感 -0.25 -3.47 ***

公共利益増進期待　⇒　公正感 0.71 22.82 ***

t値

*p＜.10  **p＜.05  ***p＜.01  

 

え，新たに，この公共利益増進の期待が政策の実施に伴

って個人の自由が侵害されるという認識を軽減させるほ

か，直接的に受容意識に働きかけ，政策の受容を促す可

能性が示唆された．こうした公共利益の増進に大きく寄

与すると認識するほど，その政策に対する受容意識が高

まるという知見は既往研究でも指摘されている例えば34), 35)．

なお，表-11，表-13 に示した総合効果より，いずれのモ

デルにおいても，この公共利益増進期待が政策受容意識

に対して最も大きな影響を及ぼしていることが明らかと

なった． 

次に，分配的公正感に関して，両モデルとも，公正感

に対しては理論仮説を支持する結果が得られた一方で，

自由侵害感，受容意識に対して新たに因果パスが有意と

なった．すなわち，政策による資源の分配が公正である

と認識されるほど，当該政策が公正であると認識される

傾向がある，という因果関係のみならず，政策が分配的

に公正だと認識するほど，個人の自由が侵害されるとい

う認識が高まり，また，受容意識が低減するという因果

関係の存在が示唆された．こうした結果が得られた理由

については今後詳細な検討が必要であるが，例えば，あ

る政策が経済的に貧しい人々に対してより多くの資源を

分配する傾向がある（そしてそれ故に分配的に“不”公

正だ）と認識した場合には，それによって経済格差を縮

小させ，貧困者層の自由が侵害される傾向が低減すると

認識し，結果としてその政策を支持する，という可能性

が考えられるかもしれない．また，その他にも，高所得

者が，ある政策によって低所得者に対しても公平に資源

が分配されていると認識した場合，より多く納税してい
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る高所得者は個人の自由が侵害されていると認識し，そ

れ故にその政策を支持しない，という傾向が存在する可

能性も考えられるかもしれない． 

上述の要因においては両モデルにおいて同様の傾向が

見られたものの，手続き的公正感に関しては異なる傾向

が見られた．まず，ケインズ主義モデルにおいては，理

論仮説で設定した公正感に対する正のパスが有意になっ

たほか，新たに自由侵害感に対して負のパスが有意とな

った．すなわち，ケインズ政策の意思決定における手続

きが公正であると認識するほど，当該政策が公正である

と認識し，さらに個人の自由侵害感が低減されるという

因果関係の存在が示唆された．その一方で新自由主義モ

デルにおいて，それとは逆に理論仮説に反して，手続き

的公正感がいずれの要因にも統計的に有意な影響を及ぼ

していない，という結果となった．手続き的公正感とは，

意思決定の手続き，プロセスにおける公正さに対する認

識であるが，ここではとりわけ，新自由主義政策に関す

る意思決定を行う際の行政の手続きが公正であるかどう

かの認識を意味している．今回の分析では，手続き的公

正感は理論仮説で設定した公正感への影響のほか，探索

的に自由侵害感や受容意識へと影響を及ぼす可能性を検

証したが，いずれも統計的に有意とならなかったことか

ら，この結果は，新自由主義政策における意思決定手続

きの公正さが受容意識に影響を及ぼさない，すなわち，

意思決定手続きの公正さや不公正さなど「度外視」し，

当該政策を受容する可能性があることを含意している．

つまり，新自由主義政策に関しては，手続き的に不公正

な独裁的な為政者であっても，人々はその事については

意に介さずに，その受容判断が行われる傾向が存在する

と考えられる．この理由に関しては，今後詳細な検討が

必要であるが，手続き的公正感の尺度が政策を進める

「政府の手続き」の公正感を問うものであり，かつ新自

由主義が市場における政府の役割の縮小を志向するもの

であることを踏まえれば，「市場における政府の役割が

小さくなりさえすれば，その手続きは如何なるものでも

構わない」という認識が前述の傾向の一因となっている

可能性があると考えられよう． 

 

(2) 物語が政策受容意識に及ぼす影響 

物語が政策受容意識に及ぼす影響に関して図-4，図-5

に示す因果構造が推定されるに至った． 

物語支持意識追加モデルの推定結果(表-14～表-17)よ

り，新自由主義，ケインズ主義それぞれの思想に基づく

物語に対する支持意識が政策に及ぼす影響の重要性が示

唆された． 

 まず，両モデルとも，物語支持意識は政策受容意識に

直接正の影響を及ぼしていた．これより，物語には，直

接的に人々の政策に対する受容意識に働きかける効果，

すなわち，こうした物語を支持する人が，他の要因を考

慮せず，物語を支持している故に特定の政策を支持する

という効果を持つ可能性が示唆されたといえよう． 

さらに，両モデルに共通して見られた点として，物語

支持意識が公正感の規定因に対して直接正の影響を及ぼ

していることが挙げられる．これは，物語は公正感に対

して直接影響を及ぼすのではなく，公正感の規定要因に

影響を及ぼすことにより間接的に公正感に影響を及ぼし

ている可能性が示唆されたといえよう． 

物語の直接効果・間接効果を考慮した総合効果(表-15，

表-17)から，新自由主義モデルの手続き的公正感を除い

た全ての要因に対して影響を及ぼしていることが示され

た．なお，総合効果の絶対値に着目すると，新自由主義，

ケインズ主義のいずれにおいても，物語支持の影響力は，

最も影響力の強い公共利益増進期待に次いで大きな影響

力を持つ結果となった． 

 ここで，両モデルともに，物語支持意識が受容意識に

対して総合的に正の影響を及ぼしているという結果と，

背景において述べた田中等による新聞報道において，圧

倒的に新自由主義物語が支配的であったという知見18)を

勘案すると，人々の新自由主義物語に対する高頻度の接

触を通じて，人々の新自由主義物語に基づく政策を受容

する意識，すなわち，新自由主義政策を後押しする世論

形成が促されるという社会構造の存在が示唆されるもの

と考えられる注 [2]． 

すなわち，本研究の結果は，「物語」が人々の経済政

策の受容意識に対し多大な影響を及ぼし，公共政策のあ

り方，ひいては国家のあり方をも左右しうる可能性を改

めて示唆するものであるといえよう． 

 

 

5. まとめ 

 

本研究では，既往研究の知見に基づき，マスメディア

において共有されている「物語」が国民の受容意識に影

響を及ぼしているという仮説を検証すべく，新自由主義，

ケインズ主義の二つの経済思想に基づく「物語」に対す

る支持意識が政策受容意識とその規定因に及ぼす影響を

実証的に検証した． 

分析においては，共分散構造分析を用い，まず，政策

受容意識とその規定因の因果構造を明らかにした．その

結果，特筆すべき点として，新自由主義，ケインズ主義

ともに，政策受容意識に最も大きな影響を及ぼしている

要因は公共利益増進期待であり，とりわけ新自由主義政

策においては，その決定手続きの適正さが受容意識に影

響しない可能性，言い換えれば，手続きが適切でないと

認識した場合においても，当該政策を受け入れる可能性

が示唆された． 
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次に，本研究の主要目的であった「物語」の影響に関

して得られた知見として，新自由主義，ケインズ主義そ

れぞれの経済思想に基づく物語に対する人々の支持意識

は，受容意識に対する種々の規定因のうち，新自由主義

モデルにおける手続き的公正感を除く，全ての要因に対

して，直接，間接に影響を及ぼしている可能性が示され

た．すなわち，ある物語を支持する人々は，その物語に

基づく具体的政策に対して，公共利益を増進し，分配的

に公平で，個人の自由を侵害せず，公正なものであると

認識する傾向があり，その結果，当該政策を受け入れる

傾向にある可能性が示唆された．さらに，こうした物語

に対する支持意識は，受容意識に対して，直接，正の影

響を及ぼしている可能性が実証的に示された．そして，

これらの直接，間接の効果を総合した結果，物語支持意

識が受賞意識に及ぼす効果は，公共利益増進期待につい

で大きな影響力を持つ可能性が実証的に示された．この

ことは，政策に対する人々の受容意識の醸成を企図する

上で，当該政策の背景にある「物語」が極めて重要な意

味をもつことを示唆するものである注[3]． 

これらの知見と冒頭に述べた田中らの既往研究18)を踏

まえれば，新聞報道において圧倒的多数を占める新自由

主義物語が，国民の新自由主義政策に対する公正感等の

種々の認識の醸成を促すとともに，直接的にも，新自由

主義政策に対する受容意識に影響を及ぼすことで，新自

由主義政策を後押しする世論が形成されるという社会構

造が存在する可能性があるものと解釈することもできよ

う． 

これまでもメディアが世論形成に及ぼす影響は様々に

指摘されているものの，本研究で得られた「物語」が

人々の政策受容意識に働きかけ，国家の将来を左右する

経済政策のあり方に影響を及ぼしうるという知見を踏ま

えるならば，各々の記事や報道の持つ物語や，そうした

記事や報道を包括するより大きな物語18)など，メディア

報道のもつ「物語」という側面に対しても適正さを注視

していくことは，民主主義をとる日本において，適切な

公共政策のあり方を探る上で重要な意味を持つであろう． 

なお，本研究で用いた各物語は，新聞社説に用いられ

ている物語18)を参考に作成しているため，マスメディア

や世論において共有されているであろう物語を一定程度

反映しているものと考えられるが，詳細な内容の構成や

強調等の表現によって，読了結果に変化が生じる可能性

も考えられる．それ故，今後は本研究の妥当性を確認す

るための複数のシナリオを用いた追試や，属性の違いに

よる物語の影響の違いの検証等，「物語」が公共政策に

及ぼしうる影響に関して，さらなる知見を蓄積していく

ことが必要であると考えられる．  

 

 

脚注 

[1]  田中らの既往研究18)では，新聞社説に関する分析の結果，

各経済思想に基づく物語は，中間レベル物語を内包する

ことが指摘されている．すなわち，新自由主義物語は

「増税やむなし物語」，「脱公共事業物語」，「構造改 

革推進物語」，「外に打って出るしかない物語」を，ケ

インズ主義物語は「内需拡大で諸問題解決物 語」を内包

することが明らかにされている．本研究では，これらの

中間レベル物語，及び中間レベル物語が含む物語要素を

参考に，各物語を構成した．なお，「増税やむなし物

語」に関しては，本研究の調査を消費増税後に実施した

ため，新自由主義物語に含んでいない．  

[2]  本研究で実施したアンケート調査では，物語読了後，物

語に対する支持意識とともに，『「上記の内容」のよう

な雰囲気の話を，新聞やテレビ，インターネット等のメ

ディアなどで，どれくらい耳にしますか』，『「上記の

内容」のような雰囲気の話を，日常会話などで，どれく

らい耳にしますか』（下線部赤字表記）という質問項目

を用いて「全く聞かない」～「とてもよく聞く」の7件

法にて物語接触頻度を尋ねている．前者を「物語メディ

ア接触頻度」，後者を「物語日常会話接触頻度」と呼称

すると，物語支持意識との相関分析の結果，新自由主義

においては「物語メディア接触頻度」(r=.260 p<.001)，

「物語日常会話接触頻度」(r=.341 p<.001)，ケインズ主義

においては「物語メディア接触頻度」(r=.238 p<.001)「物

語日常会話接触度」(r=.306 p<.001)といずれも物語接触頻

度と物語支持意識との間に有意に正の相関があることが

示されている．この結果は，メディアや会話などで当該

物語に接触する機会が多いと，その物語を支持するとい

う傾向の存在を示唆するものと解釈可能である． 

[3]  注釈[2]において，物語支持意識と物語メディア接触頻度

の相関係数の値が小さいこと，また，新聞において圧倒

的な報道量のある新自由主義物語の支持意識がケインズ

主義物語との支持意識と大差が見られない(表-4)ことを踏

まえれば，本研究の結果は，マスメディアの効果は限定

的であるという「限定効果論36)」を支持するものと考え

られよう．しかしながら，その効果が限定的であったと

しても，本研究の分析結果を踏まえれば，人々の経済政

策に対する受容意識とその規定因に影響を及ぼしている

可能性は,少なからずあるものと考えられよう．また，今

後，「議題設定効果 15)」等の今回検証できていない効果

に関してもさらなる知見の蓄積が必要である． 
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EMPIRICAL RESEARCH ON THE EFFECTS OF NARRATIVES TO CAUSAL 

 STRUCTURE OF SUPPORT ATTITUDE TOWARD ECONOMIC POLICIES 

 

Ryoshun NUMAJIRI, Ayu MIYAKAWA and Satoshi FUJII 

 
Previous researches show that mass media contain certain “narratives” in their news and articles. We 

conducted a questionnaire survey in order to learn about the causal structures of support attitude toward 

economic policies based on Neo-Liberalism and Keynesian economics, and the effects of narratives based 

on these two ideologies toward the structure. As results of structural equation modeling, it is suggested 

that in both models, the narratives significantly affect the casual structure and support attitude towards 

policies. It is also suggested that people could support Neo-Liberalism policies no matter how unfair peo-

ple recognize the processes of decision making are. 
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